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本件は、マンションの区分所有者が、バル
コニー及び開放廊下に動産を置いた隣接住戸
の居住者に対し、撤去と今後置かないことを
求めるとともに、置かれた動産が原因で、予
定されていた賃貸借契約が締結に至らず、別
の者との賃貸借契約締結までの期間の賃料を
得られなかったとして、不法行為に基づき、
損害金の支払を求めた事案において、損害金
の請求は棄却されたが、動産の撤去と今後置
かないことについては認容された事例（東京
地裁 平成26年12月9日判決 認容 ウエストロ
ー・ジャパン）

1 　事案の概要

X（原告）はマンション内の一住戸に居住
する区分所有者であり、隣接住戸（以下「本
件住戸」という。）には、Y1（被告）と
Y1の父親Y2（被告）が居住していた。

Y2は、少なくとも平成26年4月29日以前
から本件住戸に付属のバルコニー（以下「本
件バルコニー」という。）に、非常時の通行
が困難となるほどの量の動産を雑然と置いて
いた。その後、Y1らは本件バルコニーのX
所有住戸との仕切板付近に棒状の物や網状の
物などを取り付けた。

本件バルコニーに置いた動産及びX所有住
戸との仕切板付近に取り付けた棒状の物や網
状の物などの動産については、多少の変動が
あるものの、その後も撤去されなかった。

また、平成26年5月27日頃、Y2は開放廊
下に植木鉢や段ボール箱などを置き、同年7

月15日頃の時点でも、開放廊下に植木鉢を置
いていた。

Xは、平成26年4月29日に、X所有住戸を
賃料月額11万円余の約定で賃貸する契約を締
結する予定であったところ、同日、賃借予定
者が本件バルコニーに大量の動産が置かれて
いる状態を見て、その異常な様子に不安を覚
えたことを理由に、賃貸借契約の締結をキャ
ンセルした。

Xは、その後すぐに、本件住戸の玄関に賃
貸借契約がキャンセルされたための損害賠償
を求める旨などを記載した文書を貼った。

Xは、平成26年7月20日、別の者との間で
Ⅹ所有住戸の賃貸借契約を締結した。

Xは、本件バルコニーと開放廊下に置かれ
た動産の撤去及び今後置かないことを求める
とともに、別の者と賃貸借契約を締結するま
での期間の賃料相当額等を損害金として求
め、提訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示してXの請求の
うち、損害金の支払い請求は棄却したが、本
件バルコニーと開放廊下の動産の撤去と今後
置かないことを求める請求を認容した。
⑴　動産の撤去と今後置かないことを求める

請求
Xの主張のとおり、区分所有者は区分所有

建物の共用部分に関し、区分所有法18条1項
ただし書により、共有持分権に基づき、保存
行為として単独で妨害の排除や予防を請求す

最近の判例から ⒃−バルコニー上の動産撤去義務−

バルコニー等に置かれた動産に関し、撤去等と不法行為
に基づく損額賠償を求め、撤去等のみが認容された事例

（東京地判 平26・12・9  ウエストロー・ジャパン）　室岡 彰
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る訴えを提起できると解される。
マンションの管理規約の表示及びバルコニ

ーの構造等に鑑みると、本件バルコニーは共
用部分に当たると認められ、また、開放廊下
も共用部分であることは明らかである。

本件バルコニーの動産はいまだに撤去され
ておらず、動産が置かれていることにより、
非常時に本件バルコニーを通って避難するこ
とが困難な状態にあることから、Y2の行為
は、マンションの使用細則に反するのはもと
より、マンションの使用に関する区分所有者
の共同の利益（区分所有法6条1項）に反す
ることは明らかである。

Y1らが共同して仕切板付近に目隠しと称
する棒状や網状の物などを取り付けている行
為も、落下や飛散等の危険があることから、
マンションの使用に関する区分所有者の共同
の利益に反するというべきである。また、い
まだに本件バルコニーの動産が撤去されてい
ないことから、これらが撤去されてもY1ら
が再び本件バルコニーに動産を置いたり、目
隠しと称する物を取り付けるおそれは高いと
いうべきで、Y1らに対する本件バルコニー
の動産を撤去することと今後動産を置かない
ことを求める請求は、物干し竿、ハンガー等
の洗濯用具を除く限度で理由がある。

Y2が開放廊下に置いていた動産について
は、遅くとも平成26年9月8日までに撤去さ
れており、開放廊下の動産を撤去することの
請求は理由がないが、Y2が本件バルコニー
に相当量の動産を雑然と置いていることから
すると、今後、Y2が本件開放廊下に再び動
産を置くおそれは高いというべきであるか
ら、Y2に対する開放廊下に消火器を除く動
産を置かないことの請求は理由がある。
⑵　不法行為責任の成否及び損害額

Xは、平成26年4月29日に賃借予定者と賃
貸借契約を締結することができなくなった後

すぐに、本件住戸の玄関ドアに上記文書を貼
っているところ、Y2が、同文書を見る前に、
XがX所有住戸を第三者に賃貸しようとして
いることを認識していた事実を認めるに足り
る証拠はなく、Xと賃借予定者との賃貸借契
約がキャンセルされ、その賃料が発生しなく
なることについて、Y2に故意があったとは
認められない。また、Xと賃借予定者との賃
貸借契約がキャンセルされ、その賃料が発生
しなくなることについて、Y2に過失があっ
たことを基礎付ける具体的事実を認めるに足
りる証拠はないため、その余の要件を検討す
るまでもなく、Y2に不法行為が成立すると
はいえず、損害金についての請求には理由が
ない。

3 　まとめ

動産の撤去に関する紛議が裁判となるケー
スはあまり見受けられず、また、裁判となる
ケースでも、原告はマンション管理組合か同
理事長の場合がほとんどである。

本件では、原告が一区分所有者という点で
稀なケースであるが、共用部分上の動産につ
いて、区分所有法6条1項に基づき、マンシ
ョンの使用に関する区分所有者の共同の利益
に反するとして撤去を求められる可能性があ
ることを再認識するうえで、実務上参考とな
る事例である。

仲介業者は、マンションの一住戸の売買及
び賃貸の仲介をする場合、引渡し後、買主及
び借主から、同住戸のバルコニー等の動産撤
去について苦情がないよう、同住戸のバルコ
ニーの状況に留意し、また、管理会社や区分
所有者にヒアリングするとともに組合総会議
事録等を確認し、その状況が管理規約等に抵
触したり、管理組合から撤去要請を受けてい
る事実があれば、その旨を重要事項説明書に
記載・説明しておくことが重要である。
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新築建物の北側屋根に設置された太陽光パ
ネルの反射光により、建物の所有権の円滑な
利用が妨げられたとして、隣地建物所有者が、
建て主に対して同パネルの撤去を、同人及び
建設会社に対して不法行為に基づく損害賠償
を求め、一審において同パネルの撤去と損害
賠償請求の一部が認められ、建設会社のみが
控訴した事案において、太陽光パネルの反射
光による被害は、受忍限度を超えるものでは
ないとして、一審判決のうち建設会社の敗訴
部分が取り消され、同社に対する請求が棄却
された事例　（東京高裁　平成25年3月13日
判決　一部取消　確定　判例時報2199号23
頁）

１ 　事案の概要

A（一審被告）は、平成20年4月14日、Y1
及びY2（被控訴人；以下「Yら」という。）
の建物の南側に、X（控訴人；建設会社）に
よって、2階建ての本件建物を新築し、屋根
上にソーラーパネルを南側に7枚、北側に12
枚設置した（以下、北側に設置したソーラー
パネルを「本件パネル」という。）。

本件建物は、その敷地が南側に傾斜して低
くなっており、北側斜線の規制等のため、中
央やや南側部分に最も高い部分があり、屋根
の面積は、南側より北側が広く設計され、南
側の屋根よりも北側の屋根により多くのソー
ラーパネルが設置された。また、本件パネル
は、Yらの建物の南側の2階ベランダに出て
立った際には目の前に見える位置関係になる。

本件建物が完成する前の平成20年3月17
日、Yらの建物に、本件パネルの反射光が差
し込んできたため、Y1は、直ちにAに対処
を求め、同月26日、Xの担当者らが、本件パ
ネルの反射光がYらの建物に差し込む状況を
確認するなどしたが解決には至らなかった。

Yらは、Aに対し、所有権に基づく妨害排
除請求として本件パネルの撤去を求め、A及
びXに対して不法行為に基づく損害賠償（Y
らに各自110万円）を求めた。一審は、本件
パネルの撤去請求及び損害賠償請求の一部

（Yらに各自11万円）を認め、Xが控訴した。
なお、Aは控訴をせず、本件パネルは、平

成24年8月下旬に撤去された。　　

２ 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示し、一審判決の
うちXの敗訴部分を取り消し、Xに対するY
らの請求を棄却した。
⑴　Yらは、本件パネルの反射時には通常の
晴天時の4000倍以上のまぶしさとなると主張
する。しかしながら、弁論の全趣旨によれば、
本件パネルの反射光が通常の4000倍以上のま
ぶしさがあると認定することは困難である。
なお、当審においてYらに対し、資料の追加
を促しても、的確な証拠が提出されなかった
ことは、当裁判所に明らかな事実である。
⑵　まぶしさの単位である輝度（単位名称：
カンデラ［ｃｄ／㎡］）を測定する輝度計を
用いて、屋外の陽の当たる場所で本件パネル
と陶器瓦、スレート瓦、その他の屋根材、サ

最近の判例から ⒄−太陽光パネルの撤去請求−

太陽光パネルの反射光は受忍限度を超えるものではないと
して、建設会社に対する損害賠償請求が棄却された事例

（東京高判 平25・3・13 判例時報2199-23）　金子 寛司
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ッシ類等を並べて、約2メートルの距離から
輝度測定をしたところ、いずれの場合にも、
本件パネルの方が輝度が低かったことが認め
られる。

しかし、ソーラーパネルの正反射する場合
の反射率は、一般に用いられている屋根材の
中でも比較的まぶしいとされる白ガルバニウ
ム鋼板と比べて若干高い程度であることが認
められ、相当程度のまぶしさを感じるもので
はあることは否定できない。

また、太陽光パネルメーカーの中には、そ
のホームページにおいて「北面への設置は、
発電量が少ないこと及び近隣（北側）への反
射光被害が懸念されるため、設置をおやめ下
さい」と記載しているメーカーもあり、これ
は、太陽光パネルの反射光のまぶしさが屋根
による反射光のまぶしさに比べてより被害が
大きいことをうかがわせるものである。　

以上を総合すると、本件パネルによる反射
光が、相当まぶしいものであることはうかが
われるものの、その強度を明らかにする証拠
はないといわざるを得ない。
⑶　本件パネルの反射光がYらの建物に照射
される時間は、春分の日において、2階部分
にのみ午前9時頃から11時頃まで2時間程
度、秋分の日において、2階部分の一部にの
み午前9時頃から10時頃まで1時間程度、冬
至の日において、1階部分の一部にのみ午前
10時15分頃から45分頃まで30分程度、夏至の
日においては0分であることが認められるの
であり、窓の位置や反射光の差し込む角度等
を考慮すると、実質的にYらの建物に反射光
が差し込んでいると評価できる時間はこれよ
りも更に相当短くなると考えられる。　

Yらは、カーテンをひいても本件パネルの
反射光を避けることはできないと主張する。

しかしながら、レースのカーテンによって
も相当程度透過を防げることができ、厚手の

カーテンによればほぼ透過を妨げることがで
きることが認められる。また、直進する光の
性質上、反射光を直視しない限り、継続的に
反射光の被害を受けることはなく、回避は容
易であるということができる。　
⑷　本件パネルの設置に当たっては、北側の
隣接家屋であるYらの建物とそこに居住する
Yらへの配慮が求められるというべきではあ
る。

しかしながら、そのまぶしさの強度は、一
般に用いられている屋根材と比べてどの程度
強いかは明らかではなく、また、反射光がY
らの建物に差し込む時間は比較的短く、まぶ
しさを回避する措置を採ることが容易である
ということができるのであるから、これらを
総合すると、本件パネルの反射光によるYら
の被害は、それが受忍限度を超えるものであ
ると直ちに認めることはできない。

そして、原判決後に本件パネルが撤去され
ていることも併せて考慮すると、Xによる賠
償を命ずべき損害がYらに生じたとまではい
えないと解するのが相当である。

３ 　まとめ

本事例は、横浜地判 平24・4・18 RETIO 
89-100の控訴審であるが、ソーラーパネルに
よる反射光が受忍限度を超える違法な侵害と
なるか否かの判断に当たっては、建設会社側
の主張が概ね認められており、賠償を命ずべ
き損害も生じていないとされた。一審判決後
の8月下旬に北側屋根に設置されたソーラー
パネルは全て撤去されていることも大きな要
因と思われる。

本件では建設会社が勝訴しているが、本事
例は、ソーラーパネルの設置に当たり、反射
光やそれに伴う温度の上昇等について、周囲
の建物等への配慮も必要であることを示唆す
る事例ともいえよう。


